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新型コロナウィルスに関連した臨時休業について 

 

 時下，保護者の皆様におかれましては，ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また，平

素より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

 さて，昨日２月２７日，政府から新型コロナウィルスの拡散防止のため，全国の小学校，中学校，

高等学校，特別支援学校の臨時休業要請がなされました。それを受け，本校では以下のような対応

をとることといたしました。急なことで，保護者の皆様にはご心配をおかけいたしますが，この件

につきまして，ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

                      記 

 

   

○ 岡山大学教育学部附属中学校は，３月２日（月）から春季休業の開始日までの間，臨時 

休業とします。 

 ○ 修了式は実施しません。通知表は新年度始業式に配付します。 

  ○ 学校の再開，卒業式等，今後の情報につきましては一斉メール及び本校ホームページで 

お知らせします。 

メールの登録をされていない方，ホームページの閲覧ができない方は，３月２日（月） 

から６日（金）の間に学校までご連絡ください。 

 ○ 新年度は４月７日（火）を始業式としています。変更がある場合は一斉メール及び本校 

ホームページでお知らせします。 

 

 【お願い】 

 〇 基本的な感染対策として，手洗いや咳エチケットの励行徹底をお願いいたします。 

 〇 新型コロナウィルス拡散防止のための措置であることを考慮し，不要不急の外出はできるだ

け避けるようにしてください。 

  〇 臨時休業期間中及び春季休業中に以下のような症状があらわれた場合，本校ホームページ内

の入力フォームをご利用いただくか，お電話で学校までご連絡ください。 

 

 

① 風邪の症状や３７.５度以上の発熱が４日以上続く場合 

  （解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様です） 

② 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）の様子がある場合 

③ 医療機関において，新型コロナウィルスに感染していると判断された場合 

（ 文部科学省「学校保健安全法第１９条による出席停止」とする目安） 


